
 

 

令和７年度 

政策提言書 

 

 

｢奨学金返済支援制度｣ 

｢不登校児童それぞれに学びを確保｣ 

｢障がい者の企業就労と雇用促進｣ 

 

 
 

伊東商工会議所青年部｢気鋭の会｣ 



◆ご挨拶   〜政策提言書校了にあたって〜 

 

令和７年度伊東商工会議所青年部「気鋭の会」(以下「気鋭の会」といいます。)は「挑戦」をスロー

ガンに掲げました。地域の未来を担う青年経済人として、現状に満足せず、一歩前へ踏み出す強

い意思を示すためです。そしてその象徴として、私はどうしても自分の会長年度に政策提言を実施

したいという思いを抱いてきました。提言書の提出は令和3年を最後に途絶えていましたが、この流

れを断ち切り、「気鋭の会」としての存在意義をもう一度示したい──その強い決意が、令和7年度

の最も大きな挑戦となります。なお、この取り組みは特別な年度として位置づけており、令和8年度

には実施しない予定です。 

 

今回まとめた政策提言は、地域社会の将来に大きな影響を及ぼす三つの重要課題を柱としていま

す。 

第一に「奨学金返済減額制度」です。学びたいという若者の意欲を、経済的理由で削いではなりま

せん。伊東で育ち、伊東で働き、伊東に貢献したいと願う若者が安心して未来を描ける環境整備

は、地域経済を支える根幹です。 

第二に「不登校児童の学びの確保」です。不登校は特別な問題ではなく、多様な価値観や生き方

が認められる現代において、避けて通れない課題です。子どもたち一人ひとりが自分らしく学べる

場を確保し、孤立を生まない地域の体制づくりが求められています。 

第三に「障がい者の企業就労の雇用促進」です。働く意欲を持ちながら、その力を発揮する場が

十分に整っていない現状を改善するため、企業と行政のさらなる連携強化が不可欠です。「働きた

い」「社会の一員として役に立ちたい」という強い思いを持つ方々が、環境や理解の壁によって一

歩を踏み出せない現実を目の当たりにしています。多様な人材を受け入れ、一人ひとりの特性に

応じて活躍できる環境づくりは、障がいのある方の可能性を広げるだけでなく、企業にとって 

も新たな価値や持続的な成長につながる大きな力になると確信しています。 

 

これら三つのテーマはいずれも簡単ではなく、正面から向き合うには勇気が必要です。しかし、難

しいからこそ挑む価値があり、挑戦こそが地域を変える原動力になります。気鋭の会が声を上げる

ことで、行政も企業も地域住民も、未来を見据えた議論を始める契機となるはずです。 

 

令和 7年度「気鋭の会」は、仲間とともに自らの役割を自覚し、地域の明日をつくるための挑戦を

続けてまいります。本提言が伊東の未来を切り開く確かな一歩となるよう、引き続き皆様のご理解と

ご支援を心よりお願い申し上げます。 
 

伊東商工会議所青年部「気鋭の会」 
令和７年度 会長 齋藤正就 
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提言 1 ｢奨学金返済支援制度｣ 

 

主旨 

 

伊東市在住且つ伊東市の企業へ就職する若しくは就職している若者に対して、伊東

市と就職先協力企業で奨学金の返済を分担する制度の確立 

 

内容(求める取り組み) 

 

１．企業が補助した返済額の半分を伊東市が企業に返還する 

「奨学金返済支援制度」の創設 

（対象：伊東市在住且つ伊東市の企業へ就職した新卒～10 年目の方） 

●奨学金返済の月額から、企業が補助した金額のうち、上限を 1 万円として年間

で最大 12 万円を企業側に返還する 

●初回の支援から最大 10 年間の補助 

●企業が補助した金額の証明を年度末に伊東市に提示し、年間で最大 12 万円を伊 

東市が企業に対して支払う 

             注)時流の貨幣価値により上記制度金額の変動考慮が必要 

 

背景 

 

奨学金の返済は、若者たちに深刻な影響を及ぼしています 

 

１．奨学金制度が抱える課題と地域経済への影響 

 

昨今の日本において、高等教育への進学率は令和 6 年度には過去最高を記録

し、個人のキャリア形成だけでなく、社会全体の持続的な発展にとっても不可欠

な状況となっております。 

しかし、その進学を経済的に支える独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）

の奨学金制度は、現状多くの課題を抱えており、これが若者個人の将来設計のみ

ならず、地域経済にも深刻な影響を及ぼしています。※１ 

 



 

２．貸与型奨学金がもたらす重い返済負担 

 

JASSO の奨学金制度は、その大半が返済義務のある「貸与型」であり、実質的

には「教育ローン」としての性格が強いのが現状です。 

大学の授業料は、学生が借り入れる奨学金の総額を増加させるため、卒業後の若

者たちに多額の債務として重くのしかかっています。 

不安定な雇用状況や低賃金労働に直面する若者も増加傾向にあり、奨学金の返済

が困難となるケースが後を絶ちません。 

 

また、近年では就業後の返済を恐れて奨学金制度を利用せずアルバイトに専念

し、学業がおろそかになるケースも目立ってきています。 

 

特に、利子が付く第二種奨学金や、返済が滞った際に発生する高額な延滞金は、

若者を「奨学金地獄」と揶揄される状況に追い込み、結婚、出産、子育てといっ

たライフイベントを諦めざるを得ない若者も増加傾向にあるのが現状で、少子化

の一因ともなり、社会全体の活力を削ぐ要因となっています。※２ 

 

３．給付型奨学金の限定的な役割と情報提供の不足 

 

一方で、返済不要の給付型奨学金は、経済的に困難な学生にとって特に重要な

支援ですが、その対象範囲は住民税非課税世帯などに限定されており、支援を必

要としているにもかかわらず対象外となる学生が多く存在しています。 

 

また、給付型や無利子の第一種奨学金には厳しい家計基準や学力基準が設けら

れており、利用を希望しながらも何らかの理由で利用に至らない学生が少なくあ

りません。※3 

 

さらに、奨学金制度に関する情報提供も十分とは言えず、多くの学生や保護者が

制度の全体像を把握しきれていなかったり、複雑な申請手続きに戸惑ったりする

ことも、奨学金利用を阻む一因となっています。 

 

４．地域経済と若者の未来への懸念 

 

これらの奨学金制度の課題は、私たちがくらす伊東市のような過疎化の進んだ

地方都市にとっても看過できない問題です。 



奨学金返済の重い負担は、若者の可処分所得を圧迫し、地域での消費活動を抑制

するだけにとどまらず、地元での就職や定着を考える際にも、奨学金返済が足か

せとなり、都市部への人材流出を加速させる要因にもなりかねません。 

 

伊東市の未来を担う若者たちが、教育を受ける権利を経済的な理由で諦めること

のないよう、卒業後に地元で活躍できる環境を整えることは、地域経済の活性化

と持続可能な社会の実現に不可欠です。 

 

このような背景から、奨学金制度の課題を解決し、若者が安心して学び、地域で

活躍できる未来を築くための政策提言を行うことは、喫緊の課題であると考えま

す。 

 

期待される効果 

 

伊東市における「市と就職先の企業による奨学金返済支援制度」が見込まれる効果

は多岐にわたり、若者個人、企業、そして地域社会全体に好循環な影響をもたらす

と考えられます。 

 

1. 「奨学金返済支援制度」の創設 

 

（１）若者個人への効果 

 

①経済的負担の軽減と精神的ゆとりの創出 

奨学金返済という重い負担が軽減されることで、若者は経済的・精神的なゆ

とりを得ることができ、日々の生活費、自己投資（スキルアップなど）、将来

のための貯蓄、結婚・出産といったライフイベントへの計画が立てやすくな

ります。 

 

②地元就職へのインセンティブ向上 

伊東市内の企業に就職することで返済支援が受けられるため、市外への人材

流出を防ぎ、U ターン・I ターン就職の強力な誘因となります。 

 

③キャリア形成への集中 

奨学金返済のプレッシャーが減ることで、若者は仕事やキャリア形成に集中

しやすくなり、即戦力化や自身のスキルアップに繋がります。 



また、経済的な事情から解放されることにより、｢やりたい事｣への挑戦が誰

にでも可能になります。 

 

（２）就職先の企業への効果 

 

①優秀な人材の確保と定着率向上 

奨学金返済支援は、特に奨学金を利用している学生にとって魅力的な福利

厚生となり、他社との差別化を図ることができます。 

これにより、優秀な新卒者や若手人材の獲得競争力を高め、採用コストの削

減にも繋がり、経済的な不安が解消されることで、従業員のエンゲージメン

ト（会社への愛着や貢献意欲）が高まり、早期離職の抑制、ひいては定着率

の向上が期待できます。 

 

②企業イメージ・ブランド価値の向上 

奨学金返済支援は、企業の社会貢献活動（CSR）の一環として評価され、

地域社会における企業イメージやブランド価値の向上に貢献すると共に若者

の自立を支援する企業としての評価は、リクルート活動においても大きなプ

ラスとなります。 

 

③従業員のモチベーション向上 

企業が従業員の生活を支援する姿勢を示すことで、従業員の会社への帰属

意識が高まり、仕事へのモチベーションや生産性の向上が期待できます。 

 

（３）伊東市全体の地域社会への効果 

 

①若者の地元定着・還流促進: 

奨学金返済支援は、伊東市で生まれ育った若者の U ターンを後押しし、市

外からの I ターンを促進する強力な施策となります。これにより、若年層人口

の流出に歯止めをかけ、地域に新たな活力を呼び込みます。 

 

②地域経済の活性化 

若者の可処分所得が増えることで、地域内での消費活動が活発化し、飲食

店や小売店など地域経済全体に良い影響を与え、若者の定着は、将来的な納

税者層の確保にも繋がります。 

 



③少子化対策への貢献 

若者が経済的不安もなく結婚・出産・子育てといったライフイベントを計

画しやすくなるため、ワークライフバランスを保ちつつ少子化対策にも寄与

する可能性があります。 

 

④活力ある地域社会の形成 

若者が地域に定着して働くことは、地域社会の担い手の確保に直結し、若

者の視点や行動力が加わることで、地域行事の活性化や新たなコミュニティ

形成にも繋がり、地域全体の活力が向上します。 

 

まとめ 

伊東市と就職先企業による奨学金返済支援制度は、単に若者の経済的負担を軽減

するだけでなく、企業の人材確保・定着、ひいては伊東市の地域経済の活性化と持

続可能な発展に不可欠な、多角的な効果が見込まれる極めて有効な政策であると考

え、伊東市発展の一助となることが大いに期待できます。 

 

※参照元 

 

 ※１ 「大学ジャーナルオンライン」の記事（2024 年 12 月 23 日掲載） 

    2024 年度の大学進学率は 59.1%に達し過去最高を更新したものの、 

大学進学者数は 10,777 人減の 53 万 5721 人となっています。 

学校基本調査(文部科学省)； 

    https://www.mext.go.jp/content/20230823-mxt_chousa01-000031377_001.pdf 

 ※２ JASSO 令和 4 年度学生生活調査結果等；

https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_chosa/__icsFiles/afieldfile/2024/03/25/transition22.pdf 

    ガクシー｢奨学金に関する実態調査｣； 

    https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000051780.html 

    JASSO 公式返還シミュレーション； 

    https://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/ 

※３ JASSO 給付奨学金について； 

    https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html 

●他市町の例； 

静岡県浜松市(同じ静岡県)；浜松市奨学金返還支援事業 

宮城県名取市；名取市若者定住促進奨学金返還支援事業 

福岡県柳川市；雇用・定住促進奨学金返済支援事業 

沖縄県糸満市；糸満市保育士奨学金返済支援事業(保育士特化) 

https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_chosa/__icsFiles/afieldfile/2024/03/25/transition22.pdf
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000051780.html
https://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html


自治体名 静岡県浜松市

人口 約７８万人

事業名称 浜松市奨学金返還支援事業

・認定企業に就職した満３０歳以下

・年間最大１８万円を６年間支給　（合計最大１０８万円）

・奨学金返還額が年間１８万円以下の場合は、その返還額が補助金額となる

市と市内の中小企業（認定企業）が半分ずつ費用を負担し、奨学金返還の支援を行う。

認定企業の条件は、新入社員の奨学金返還補助金の費用に充てるための協力金

（補助金の２分の１、１人あたり年間最大９万円）を市に納付できる中小企業。

中小企業が市に申請することで認定される。

企業からの支援と市の一般会計予算から計上

支援金を交付し始めたのは令和５年度から。

交付の準備期間を含めると、実際は令和３年度から事業を始めている。

令和３年度に協力企業を募集、認定し、令和４年度に制度の告知、利用者の募集

利用者は毎年２０人程度。大変助かっているという声が多い。

就職して２年目から補助金の需給を開始となっているので交付認定から受給までに

タイムラグが生じている、今後の課題として改善を検討している。

担当者の
感触

他　自　治　体　の　奨　学　金　返　済　支　援　制　度

対象者

支援金額

概要

財源



自治体名 宮城県名取市

人口 約７万９千人

事業名称 名取市若者定住促進奨学金返還支援事業

・初回申請時に３０歳未満（３０歳になった年度内は申請可）

・大学、専門学校等を卒業し、市内に本店がある法人等に正社員として勤務している方

・市内に１年以上居住し、５年以上定住する意思がある方

・年間最大１８万円を３年間支給（合計最大５４万円）

若者の定住促進及び地域産業を支える優れた人材の確保を目的とし、

要件に該当する方へ奨学金返還に対する補助金を交付する。

特別交付税、会計上は一般会計から計上される

令和５年度から事業を開始。

利用者は２０代後半が多い。令和５年度が４人、令和６年度が８人、

令和７年度が２人（１１/４時点）制度が始まってから間もないので利用者は

まだ少ないが、これから増えていくと予想している。

担当者の
感触

対象者

支援金額

概要

財源



自治体名 福岡県柳川市

人口 約６万人

事業名称 雇⽤・定住促進奨学金返済支援事業

・満３６歳以下

・高校や大学等に進学し在学中に奨学金等の貸与を受けた方

・継続して１年以上、本市に住民登録がある方

・本市に居住し、交付申請初年度から５年以上継続して居住

　する意思がある方

・年間最大２０万円を３年間支給（合計最大６０万円）

・交付申請を行った前年度において補助対象者が返済した　奨学金の額に

　以下の補助率を乗じて得た額

　①市内での就職、起業及び第１次産業従事　　　４分の３

　②筑後地域（柳川市を除く）での就職及び起業　２分の１ 

若者の定住及び地元就職を促進することを目的とし、柳川市に就職した若者

に対して 奨学金返済額の一部を補助。

一般会計予算で計上

令和5年度よりスタートした事業で、現在13名が利用している。

手ごたえは感じているが、課題としては、個人向けの事業の為、雇用・定住促進の

目的の内、定住促進には繋がっていると思うが、雇用促進に繋がっていない。

その為、奨学金返還支援を実施している企業に対して市が補助を出す、といった形に

変えるべきなのか？と言う検討をしている。

殆どの利用者が、この事業に気づいて該当するからという理由だけで利用している

のが現状。

担当者の
感触

対象者

支援金額

概要

財源



自治体名 沖縄県糸満市

人口 約６万２千人

事業名称 糸満市保育士奨学金返済支援事業（令和４年度）

・市奨学金を利用して保育士資格を取得し、市内の保育　施設等で勤務する常勤

　の保育士

・年間最大２４万円を２年間支給　（合計最大４８万円）

・ただし月の返済額が１万円未満の場合は実際の返済額が補助額となる。

以下の項目全てに当てはまる者に対し、当該奨学金の返済に

係る費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付。

①糸満市内の公立こども園、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所の

　いずれかで働いている方

②常勤の保育士である方

③奨学金を利用して保育士養成施設等を卒業した方

④自分で奨学金を返済している方

⑤保育士養成施設等を卒業した翌年度の初日から数えて５年を経過していない方

⑥奨学金の返済免除の適用がない者

ふるさと納税の売上の一部を活用し、毎年報告している。

保育士不足・特に若い世代の保育士の不足が深刻で、尚且つ、糸満市に定着して

ほしいという考えで、令和3年度よりスタート。

スタート当初は、問い合わせや利用希望者が多く、感触はかなりよかった。

２年前のアンケートも好評で事業の継続を希望する回答が多かったが、5年以内

などの限定が該当者を狭めている状況で、利用は減少している。

事業としての必要性は十分認識しているので、より一層の活用へ向けた事を

検討している。

担当者の
感触

対象者

支援金額

概要

財源



提言 2 ｢不登校児童それぞれに学びを確保｣ 
 

主旨 

 

不登校児童・家庭への対応を学校教育現場と切り離して検討・実施し、 

それぞれの個別的な事情に対して、包括的に受け入れることが出来る体制の確立 

 

内容(求める取り組み) 

 

１．登校出来ない児童・家庭を支援する機関の創設 

 

●教育委員会がリーダーシップを執り、福祉課・子育て支援課・幼児教育課も含

めた｢やる気スイッチ課(仮)｣の創設 

  役割：1) 30 日以上登校出来ていない児童の家庭に訪問し状況把握 

     2)生存確認も含める 

     3)医療機関、フリースクールなどの居場所へ繋げる 

     4)教育委員会・学校と状況(情報)の共有 

     5)定期的な家庭訪問の実施 

 

２．不登校児童が安心して過ごせる居場所創り 

  

●各学校に教育支援センターを配置して、校内フリースクールを創設 

  役割：1)登校できるけど、教室に入れないお子さんへの対応として、校内フ

リースクールを創設 

2)常勤の支援員を配置し、気楽に過ごせる居場所として活用する 

 

 ●廃校を利用した｢何をしてもいい居場所｣創り 

  役割：「１」の機関が繋げ、児童の居場所として機能 

     バーチャルスクールに参加も OK 

     (本を読む、何かを作る、勉強する、大人と話す)全て OK 

 

 ●認定企業への｢お手伝い｣で出席扱いとする制度の創設 

  役割：教育委員会認定企業で「お手伝い」をすることで、 

労働学習として出席扱いになる仕組みづくり 



 

 ●外部フリースクールとの積極的な連携とフリースクールのご利用補助制度を 

新設 

  役割：一定の審査をクリアしたフリースクールと連携を密に行い、 

出席扱いになるフリースクールを利用した際の利用料金補助制度を 

設ける 

 

背景 

 

日本の不登校問題は、年々深刻さを増しています 

文部科学省の調査によると、令和 5 年度には小・中学校における不登校児童生徒

数が過去最多の 34 万 6,482 人に達し、前年度から約 4 万 7 千人増加、これは在籍児

童生徒全体の 3.7%(全国平均)にあたり、およそ 27 人に 1 人が不登校であるという

計算になります。 

特に中学生の不登校が顕著で、21 万 6,112 人と小学生の約 1.6 倍に上り、在籍生

徒の約 15 人に 1 人が不登校という状況です。 

また、高校生でも 6 万 8,770 人が不登校となっており、高校教育においても大きな

課題となっています。 

一方伊東市におきましては、小学生が 4.78%。中学生においては 7.19%と全国平

均を大きく上回っているのが現状です。 

このような数字の裏には、様々な要因が複雑に絡み合った課題が存在します。 

 

１．子ども本人と家庭が直面する課題 

 

不登校の要因は、いじめや友人関係、学業不振といった学校の問題だけでな

く、親子関係や家庭内不和、そして子どもの性格や不安傾向など、多岐にわたり

ます。 

原因を一つに絞ることは難しく、個々のケースに応じたキメ細かな対応が求め

られています。 

子どもが不登校になると、保護者は「どうすればいいかわからない」と孤立し

がちですが、子どもの付き添いやサポートのために離職・退職するケースもあ

り、経済的な負担も無視できません。 

さらに、不登校の子どもたちは学習の遅れや進路に強い不安を感じ、保護者も

また、子どもの将来、特に社会的な自立について大きな不安を抱えています。 

 



２．学校と社会が直面する課題 

 

不登校の子どもが増加するにつれて、教職員は個別の対応に多くの時間を割か

なければならず、業務負担が増大しています。 

多忙な教職員が専門的な知識やスキルを身につけるための研修の機会も限られて

おり、不登校支援の専門家（スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ー）の常勤化は進んでおらず、十分な支援体制が整っているとは言えません。 

学校外の学びの場であるフリースクールや教育支援センターも、特に地方では数

が充分でなく、選択肢が限られています。 

学校とフリースクールなどが連携し、不登校の子どもたちが学校以外の場所で学

んだ経験や成果を適切に評価する仕組みづくりも急務です。 

 

さらに、不登校を「怠け」や「甘え」と捉える社会的な偏見がいまだに存在し

ているなか、子どもや保護者はさらなる心理的な負担を抱え、支援を求めにくい

状況が生まれています。 

不登校は誰にでも起こりうる心の病気や SOS と捉え、社会全体の認識を変革して

いくことが不可欠です。 

 

 2025 年 7 月に実施された当事者団体の伊東不登校ネットワークにて実施された

保護者向けアンケート結果も同様の傾向を示しています。 

子どもが不登校になりつつあり、しかたなく仕事を辞める決断をする保護者。 

指導教科も増え、カリキュラムが過密になってしまっても真面目にきっちりと子

ども達への指導を考える教師。一口に不登校児童・家庭への対応と言っても、そ

れぞれが個別的すぎる故に対応の幅を求められ、社会から責められるような印象

さえ受ける学校教育現場。 

これらの課題を解決するためには、学校、家庭、そして地域が連携し、子ども一

人ひとりの状況に合わせた多様な支援体制を構築していくことが求められます。 

 

期待される効果 

 

1. 登校できない児童・家庭を支援する機関「やる気スイッチ課(仮)」の創設

による効果 

この新しい部署は、不登校の子どもとその家庭に寄り添い、 

孤立を防ぐための重要な役割を果たします。 

 



（１）子どもの早期支援と孤立防止 

30 日以上登校できていない子どもに対し、早期に家庭訪問を行うことで、

子どもが抱える問題を迅速に把握し、必要な支援に繋げられます。 

これにより、問題の長期化や深刻化を防ぐとともに、家庭が抱える「どうす

ればいいかわからない」という孤立感を解消します。 

 

（２）家庭の経済的・精神的負担の軽減 

訪問支援を通じて、保護者が抱える悩みや不安を専門家と共有できるよう

になり、精神的な負担が軽減されます。 

また、適切な支援機関や情報にアクセスできることで、安易な離職・退職を

防ぎ、経済的な負担の軽減にも繋がります。 

 

（３）多機関連携による包括的なサポート 

教育委員会だけでなく福祉課や子育て支援課、幼児教育課が連携すること

で、不登校の背景にある様々な要因（経済的困難、家庭環境、発達上の課題

など）に包括的な対応ができるようになります。 

子どもや家庭は、個別の機関に相談する手間が省け、ワンストップで多様な

サポートを受けられるようになります。 

 

（４）潜在的な不登校児童の発見 

定期的な家庭訪問や生存確認を行うことで、学校や周囲の目が届きにくい

潜在的な不登校児童や、孤立している家庭を早期に発見し、必要な支援を提供

できるようになります。 

 

2. 不登校児童が安心して過ごせる居場所創りによる効果 

多様な学びの場と居場所を提供することで、子どもたちの自己肯定感を育み、 

社会的な自立を支援します。 

 

（１）校内フリースクール（教育支援センター）の創設 

教室には入りづらいけれど、登校はできる子どもたちが、安心して過ごせ

る居場所が確保されます。 

常勤の支援員が配置されることで、一人ひとりの状況に合わせたキメ細やか

なサポートが可能となり、再登校への一歩を踏み出す機会を提供できます。 

また、学校内に設置することで、教員との連携も密になり、子どもの状況を

共有しやすくなります。 



 

（２）廃校を活用した「何をしてもいい居場所」の創出 

「学校」という枠組みにとらわれず、子どもが自分のペースで、やりたい

ことを見つけられる場が提供されます。 

学習だけでなく、工作や読書、大人との対話など、多様な活動を通じて子ど

もの興味や才能を引き出し、自己肯定感を高めます。 

バーチャルスクールへの参加も可能とすることで、デジタルを活用した新し

い学びの選択肢を提示できます。 

 

（３）「お手伝い」による労働学習と出席扱い 

認定企業での「お手伝い」を学習機会と位置づけることで、学校という空

間の外で社会との接点を持ち、実践的な学びを経験できます。 

これにより、学習意欲の向上や、将来のキャリアに対する具体的なイメージ

を持つきっかけとなります。 

さらに、出席扱いとなることで、子どもの努力が正当に評価され、進路に

対する不安が軽減されます。 

また、社会全体で不登校を支える仕組みが構築され社会的な偏見の解消にも

繋がります。 

 

（４）外部フリースクールとの連携とフリースクール利用料金補助制度を設ける 

家庭の経済状況に関わらず、子どもが自分に合った多様な学びの場を選択

できるようになります。 

これにより、教育の機会均等が図られ、子どもの精神的負担や家庭の経済的

負担が軽減されます。 

また、フリースクールが提供する個別の支援や専門的なプログラムを活用す

ることで、子どもたちの社会復帰や自立に向けた道筋がより明確になりま

す。 

 

まとめ 

これらの提言が実現すれば伊東市の子どもたちが、学校内外を問わず安心して学

び、成長できる環境が整います。 

そしてそれは、子どもたち一人ひとりの健全な育成だけでなく、将来にわたる伊東

市の地域社会の活性化にも貢献する事を期待しています。 

 

 



●他市町の事例 

 

・長野県松本市 

 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/kyoiku/147609.html 

 不登校支援の内容・子ども支援相談センターの紹介・校内学習センターや 

フリースクール、また保護者へのフリースクール利用補助金の紹介。 

 

・広島県福山市 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/wakamono-kurashi/291130.html 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kyoiku/39599.html 

窓口が不登校や非行に関しての相談からあり、教育委員会主催のフリースクー

ルが多い。お子さんや家庭と繋がる課の紹介やフリースクールの紹介。 

 

・神奈川県川崎市 

 https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000171574.html 

 相談窓口・フリースクールの紹介。親の会の紹介。 

 

  

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/kyoiku/147609.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/wakamono-kurashi/291130.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kyoiku/39599.html
https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000171574.html


提言 3 ｢障がい者の企業就労と雇用促進｣ 
 

主旨 

 

情報と学びの場の提供により、雇用の参入が促進される制度作り 

 

内容(求める取り組み) 

 

１．情報提供と学びの場づくり 

 

●障がい者雇用ガイドブック作成・配布 

  市内事業者向けに、雇用の進め方、成功事例、補助金活用方法を体系的に 

まとめた資料を作成する 

 

●経営者向けセミナー・事例共有会 

   障がい者雇用を実践する市内外の事業者を招き、 

成功事例や実務ノウハウを共有する場を設ける 

 

●支援学校への市内企業の見学会の実施 

障がい者の理解促進の為、｢就職｣という出口教育を目的とする支援学校高等部

を見学する機会を設ける 

 

●市みずから法定雇用率を達成し、障がい者雇用の情報を発信 

専門人員を配置し、人材のマネジメントノウハウを地域企業と共有の場を設け

る自閉症啓発デーや国際障がい者デーにおいて、イベントを主導する 

 

２．雇用参入促進の為の制度 

 

●障がい者雇用コーディネーターの配置 

  市が主導して専門人材を配置し、市内事業者への巡回相談、採用支援、職務   

設計支援を実施する 

 

●環境整備助成金の拡充 

  バリアフリー化、作業分業のための機器導入、ICT 活用支援等に対し、 



現行制度より高率の助成を行う 

 

●インセンティブ型奨励金 

  雇用開始から 1 年、3 年経過時点で継続雇用事業者に奨励金を支給し、 

長期雇用を後押しする 

 

 

背景 

  

障がい者雇用は地域社会にとって非常に意義のあるものだと考えております。 

 

はじめに、共生社会の実現ですが、障がいのあるなしに関わらず誰もがその能

力を発揮し、社会の一員として活躍できる社会を目指す上で、企業での雇用はそ

の根幹をなすものだと考えています。 

 

次に、社会の活性化に関して、障がい者が納税者・消費者として経済活動に参

加することで、社会全体の経済が活性化し、潜在的な労働力となることで、少子

高齢化による労働力不足の課題を緩和する一助にもなります。また就労可能な場

所を求める人の都市部への流出を防ぐことが可能となります。 

 

最後に、多様性に対する理解の深化について、職場に障がいのある人がいるこ

とで、社員一人ひとりが多様性について考え、理解を深める機会を得ます。 

これは、偏見や差別をなくし、より寛容な社会を築くための重要なステップとな

りえると強く考えています。 

 

ところが、伊東市公的機関における障がい者雇用の現状は、法定雇用率の達成に向

けて依然として課題を抱えているのが現状です。 

 

令和 6 年 6 月 1 日時点において、伊東市は障がい者の雇用の促進等に関する法

律第 38 条第 1 項の政令で定める法定雇用率 2.8%を達成できていない状況にあり

ます。※1  

具体的には、伊東市公的機関の雇用障がい者数は 20.0 人、実雇用率は 2.59%で

あり、法定雇用率達成には 1.0 人の不足が生じています。※2 

伊東市が法定雇用率を達成できていないという事実は、市が率先して障がい者雇

用を推進し、その模範を示すべき立場にあることを踏まえると、地域全体の障が



い者雇用促進に対する推進力が不足している可能性を示唆しています。行政が自

らの雇用義務を果たせていない状況では、民間企業に対して障がい者雇用の協力

を求める際の説得力に欠け、地域全体の取り組みの足かせとなることが懸念され

ます。 

さらに、法定雇用率は今後も段階的に引き上げられることが決定しています。 

これは、伊東市にとって現在の不足数を解消するだけでなく、将来的な雇用義務

の増加に対応するための、より積極的かつ長期的な雇用戦略の策定が不可欠であ

ることを意味します。 

 

一方、伊東市の雇用市場は、小規模事業者が多数を占めるという地域特性を有して

います。 

 

総務省国勢調査（2020 年）によれば、市内事業所の多くは従業員数が 43.5 人未

満であり、法定雇用率制度の適用外となります。 

この構造は制度的な雇用促進策の恩恵が届きにくいという課題を生んでいます。

加えて、我々が実施した市内企業へのアンケート結果からもわかる通り、市内企

業の大半を占める小規模事業者は障がい者雇用に必要な障がいの理解、ノウハウ

や支援制度の情報が不足しており、設備投資や補助人員確保に対する費用負担感

が大きいです。 

その結果、障がい者雇用の新規参入や継続的な雇用維持が難しい状況が続いて

います。 

本提言は、こうした小規模事業者特有の課題を解消し、障がい者が安定的に働く

ことができる伊東市独自の雇用環境の整備を目的とするものと考えています。 

 

期待される効果 

 

１．情報提供と学びの場づくり 

 

（１）多様な働き方の創出と企業イメージの向上 

 

市内事業者の横のつながりの強化 「経営者向けセミナー・事例共有会」は、

障がい者雇用を実践する企業同士がノウハウや課題を共有し、解決策を見出す

貴重な機会を提供するコミュニティの場です。 

これにより、事業者間のネットワークが強化され、地域全体で障がい者雇用を

支え合う文化が醸成されます。 



 

（２）市全体の社会包摂と持続可能なコミュニティ形成 

 

障がい者への理解促進と地域社会の変革 「支援学校への市内企業の見学会」

は、企業が障がい者の能力や可能性を直接知るきっかけとなり、障がい者に対

する理解を深めます。 

また、「障がい者雇用ガイドブック」の配布は、雇用へのハードルを下げ、地域

全体で障がい者が活躍できる土壌を育みます。 

これらの取り組みは、障がい者が地域社会の一員として生き生きと働き、納

税者として貢献できる社会包摂的なコミュニティ形成につながります。 

これらの施策は、障がい者の自立を支援するだけでなく、伊東市の企業に新た

な成長機会をもたらし、市民一人ひとりが輝ける、より豊かな社会を実現する

ものです。 

 

２．雇用参入促進の為の制度 

 

（１）経済的な活性化と生産性向上 

 

人手不足の解消と生産性向上 「障がい者雇用コーディネーター」の配置によ

り、これまで障がい者雇用に踏み出せなかった小規模事業者でも専門的な支援

を受けて採用や職場環境の整備がスムーズに進められます。 

これにより、地域の深刻な人手不足が緩和されるだけでなく新たな人材の確保

によって事業の継続・拡大が可能になります。 

また、障がいのある従業員がそれぞれの能力を発揮できるよう作業の分業化や

ICT 活用が進むことで、事業所全体の業務効率と生産性が向上が期待できま

す。 

助成金・奨励金による経済的負担の軽減 「環境整備助成金」の拡充や「イン

センティブ型奨励金」の導入は、事業者が抱える初期投資や長期雇用への経済

的不安を大きく軽減します。 

特に、長期的な雇用を支援する奨励金は、安定的で質の高い雇用を創出し、離

職率の低下にもつながります。 

これにより、事業者は安心して障がい者を迎え入れ、共に成長できる環境を築

くことが期待できます。 

 

 



 

まとめ 

伊東市における障がい者雇用促進は、単なる福祉施策に留まらず、地域経済の活

性化、多様な人材の確保、そして誰もが安心して暮らせる共生社会の実現に向けた

重要な柱となります。 

上記にもあるように、伊東市にある企業の殆どは法定雇用率適用外となっておりま

すが、制度的な義務はなく、障がい理解に対しても程遠い意識となっているのが現

状です。 

障がい者の企業就労促進の手前の環境構築を優先させる地域実情であると言えま

す。そのような状況を考慮すると行政自らが主体となり、障がい理解・情報提供を

始め障がいを身近な存在である地域創りが急務と考えます。 

 

それらを経て、企業の人材獲得の選択肢の一つに障がい者が当たり前に入ってくる

ような状況になった時、伊東市が｢人に優しい社会｣の地域になると考えておりま

す。 

 

 

 

※参照元 

※１ 

伊東市障害者活躍推進計画（第二次）； 

https://www.city.ito.shizuoka.jp/material/files/group/35/R7-R12_syougaisyasuisinkeikaku.pdf 

 

※２ 

令和６年 静岡県内の障害者雇用状況の集計結果 - 都道府県労働局 

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/002071689.pdf 

 

※参考資料 伊東商工会議所青年部｢気鋭の会｣主催障がい者雇用に関するアンケー

ト 

別紙 

 

 

 

 

 

https://www.city.ito.shizuoka.jp/material/files/group/35/R7-R12_syougaisyasuisinkeikaku.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/002071689.pdf


おわりに 

 

 本提言書は、伊東市の持続的な発展と地域住民一人ひとりの生活の質の向上

を目的として「奨学金返済支援」「不登校支援」「障がい者雇用支援」の三分

野にわたり実現可能な政策提言として整理したものです。  

 

 

いずれの提言も経済的・社会的な困難を抱える市民が安心して学び、働

き、暮らせる環境を整備するための実効性がある仕組の「きっかけづくり」

を意図しています。特に若年層の定着、教育現場と地域との連携、共生社会

の促進といった視点から、行政・企業・地域が協働して取り組むべき具体的

な方向性を示しました。  

 

 

人口減少や少子高齢化が進む中で伊東市が“人にやさしいまち”として選ば

れるためには、地域全体で支え合い、次世代へ継承できる社会基盤の構築が

不可欠です。  

 

本提言が、その第一歩として行政施策の検討及び地域協働の一助となること

を期待いたします。  

 

 

結びに、調査・検討にご協力いただいた関係各位に深く感謝申し上げます。  

 

 

 

伊東商工会議所青年部「気鋭の会」  

令和７年度交流委員会  

委員長 佐々木 伸一 

 

 



 

 

【令和 7 年度 交流委員会メンバー】 

 

 

委員長 

佐々木 伸一 

 

副委員長        副委員長      副委員長 

田中 博文         望月 正仁         佐藤 保志 

 

特任理事         監事 

𡈽屋 順史       鈴木 絢子 

 

委員 

 

稲葉 翔大     稲葉 宣昭    久保田 弘子 

 

髙鳥 守旦     土屋 公泰    古田 麻利子 

 

虫明 弘雄 
※五十音順 

 

 

 

 



参考資料 

 

 

 

参考資料 1 ｢伊東市における不登校実態調査結果｣ 

 

 

参考資料 2 ｢伊東市における障がい者雇用実態調査結果｣ 

 

 

参考資料 3 ｢政策提言バックナンバー｣ 

 

  



























































































｢政策提言バックナンバー｣ 

 

・平成 28 年度 提言 

伊東の特色や魅力を活かした個性あふれる観光地づくり 

～競輪で街おこし「競輪の聖地 伊東」～ 

 

 

・平成 29 年度 提言 

定住促進 

～企業に提案！「心のゆとり」充実させます！「衣・食・住」から「移・

職・住」へ～ 

 

 

・平成 30 年度 提言 

「観光会館跡地に伊豆を代表するスポーツ施設を」 

～並立しないようで並立するスリーＫ計画～ 

 

 

・平成 31 年度 提言 

『空山計画-アキヤマプロジェクト-』 

～今が”切り時”山林を地域活性のきっかけに～ 

 

 

・令和 2 年度 提言 

古き(温泉)を尋ねて、新しき(ワーケーション)を知り、伊東の魅力を再発

信！』～ワーケーションをきっかけに、伊東温泉に人を集めよう～ 

 

 

・令和 3 年度 提言 

若者の職「若者職育プログラム」 
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